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２．NACCSによる報告の原則化

１．航空貨物に係る積荷情報項目の追加

１．航空貨物に係る事前報告制度拡充の概要(１)

・マスターAWB情報に報告項目として荷送人・荷受人等を追加(必須化)

・ハウスマニフェスト情報を報告対象として追加

・航空貨物に係る積荷情報は原則NACCSにより報告

区分 制度
報告
者

項目 現 行 拡充後(平成30年度施行)

入港
報告
義務

機長

報告対象 外国貿易機 ―

報告期限
・入港３時間前
・入港１時間前(航行時間が３時間以上５時間未満の場合)

・入港する時(航行時間が３時間未満の場合)

―

報告方法 書面又はNACCS 原則NACCS(法律)

報告内容
［マスターAWB情報］
仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及びAWBの番
号

【追加】マスターAWB情報に荷送人・荷受人の氏名
及び住所を追加(政令)

【新設】ハウスマニフェスト情報の報告を追加
(政令)
(報告項目)仕出地、仕向地、記号、番号、

品名、数量、荷送人・荷受人の氏名及び
住所及びハウスAWBの番号

制度拡充の概要(平成30年度施行)

注：マスターAWB：MAWB (Master Air Way Bill)⇒航空運送状。航空会社が発行する航空貨物の受取証のこと。
ハウスAWB：HAWB(House Air Way Bill)⇒混載航空運送状。混載業者(フォワーダ)が発行する航空貨物の受取証のこと。
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税関

離陸 入港 保税地域

フォワーダー
(通関業者)

外 国 日 本

輸入申告

事前報告：原則入港３時間前の貨物情報によりリスク分析

貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、数量、品名、
マスターAWB番号

貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、数量、品名、
荷送人の氏名・住所、荷受人の氏名・住所、マス
ター及びハウスAWB番号

ハウスマニフェスト情報：混載貨物

貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、数量、品名、
荷送人の氏名・住所、荷受人の氏名・住所、マス
ターAWB番号

マスターAWB情報

［現 行］

［拡充後：平成30年度施行]

マスターAWB情報

紙、NACCS

報告方法

原則NACCS

報告方法

原則３時間報告期限

＋便情報

＋便情報

１．航空貨物に係る事前報告制度拡充の概要(２)
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２．入出国API、入出国PNRを、原則NACCSにより報告。【平成30年度施行】

１．航空機旅客に係る出国PNRの報告を求める制度の新設【平成29年６月施行】※NACCSでは当面汎用申請対応

２．乗組員及び旅客に係る事前報告制度拡充の概要

区分 制度 報告者 項目 現 行 拡充後

出国
報告
の

求め
機長

報告対象 －
外国貿易機及び特殊航空機(法律)

【平成29年6月施行】

報告期限 －

＜NACCSによる報告開始後＞
１便当たり２回(出港72時間前、出港後直ちに)

【報告時期は入国PNRと同じ】

報告方法 －
原則NACCS(法律)

【平成30年度施行】

報告内容 －
入国に係るPNRと同じ情報項目(35項目)(令)

【平成29年6月施行】

制度拡充の概要
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※ 入国PNRのNACCSによる報告に係る費用負担については、平成30年度に実施されるNACCSによる報告の原則化のタイミングで
見直すことが適当と考えている（今後、業界団体等を通じて意見交換等を行う予定）。



３．航空貨物事前報告導入に伴う仕様変更の検討関係(１)

MAWBの税関への事前報告業務(既存業務ではあるが、一部項
目について任意から必須項目へ変更)

ＭAWB情報の登録業務

ＭＡＷＢ

ＨＡＷＢ

ＨAWB情報の登録業務

(既存業務)
ＡＷＢ情報登録

：ＡＣＨ

(既存業務)
積荷目録事前報告

：ＡＤＭ０１

(既存業務)
HAWB情報登録
：ＨＣＨ０１

NACCSにおける変更概要

１．MAWB情報の事前報告は、既存のADM01業務を利用するが、現在、同業務で任意項目となっている「荷送人・荷受人の氏名及び住所」を必須項目に変更する。

２．ハウスマニフェスト情報は、現状のHAWB情報登録業務(HCH01) とは別に、事前報告業務として、新たに「積荷目録事前報告(ハウス)(仮称：HDM01)」業務
を新設する。入力可能者は、航空会社（機長代行者も可）とする。

３．ハウスマニフェスト情報については、パッケージソフト、自社システムからのNACCS-EDI又はEDIFACT電文の利用の他、ARINC、SITAを利用してCargo-
IMP形式による報告も可能とする。

４．「積荷目録事前報告(ハウス)(仮称：HDM01)」業務で提出された情報は、NACCSの貨物情報として登録はしない（原則として既存の業務フローに影響を与え
ない仕様とする。また、貨物情報として扱わないことから、「輸入貨物情報照会(IAW)」業務等での照会は不可となる。）。

５．ADM01及びHDM01の入力項目表（案）及びHDM01（EDIFACT）のセグメント表（案）等は別添のとおり。

６．リリース時期は平成31年3月を予定（接続試験は平成31年1月以降に可能とする予定）。

ハウスマニフェスト情報を税関へ事前報告するための業務を
新設。項目はHCH01と同等となるが任意・必須項目が異なる。

HouseManifest

(新規業務)
積荷目録事前報告

(ハウス)
：ＨＤＭ０１

事前貨物情報
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航空会社 税関NACCS

混載業者(フォワーダー)



積荷目録事前報告
：ＡＤＭ０１

保税蔵置場混載業者

ＨＡＷＢ情報登録
ＨＣＨ/ＨＣＨ０１

Ａ／Ｌ

海外の各航空会社等がARINC or SITA
で送信する場合は、Cargo-IMP、
Cargo-XMLの利用が可能。

３．航空貨物事前報告導入に伴う仕様変更の検討関係(２)
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Forwarder

FWB情報

FHL情報

FFM情報

PS

自社システム

ARINC
SITA

ARINC or SITAで
左記３電文を基に
HDM01を生成のう
え、NACCSに送信

当該報告方法を選択する場合は、
航空通信情報（ARINC又はSITA）
を利用して事前報告を行う旨の
申出書を税関に提出が必要となる。

貨物確認情報登録
：ＰＫＧ
：ＨＰＫ

事前情報

航空会社が現行のADM01
と同様にHDM01を送信。

Ａ／Ｌ

Forwarder

FWB情報

FHL情報

FFM情報

航空会社

税関

NACCS

積荷目録事前報告
（ハウス）

：ＨＤＭ０１

NACCS-EDI

EDIFACT 

Cargo-IMP

EDIFACT 



【参考１】NACCS接続イメージ

航空会社

PNRGOV電文NACCS-EDI

税関

Cargo-IMP

PNRGOV電文Cargo-XML
EDIFACTサーバ

EDIFACTサーバ

報告を行うためのNACCSセンターが提供する接続形態については以下のとおり

1. 自社システムとのゲートウェイ接続等

2. ARINC/SITA経由接続

NACCS

NACCSパッケージソフト

自社システムとの接続は
国内に設置したサーバ
からのみ

etc

EDIFACT
Cargo-IMP

PNRGOV電文

PNRGOV電文

PNRGOV電文

EDIFACTサーバ

EDIFACTサーバ

外国

日本

自社システム

EDIFACT
サーバ

SMTPサーバ
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Service
Providers

(ARINC/SITA…）

注：ARINC社またはSITA社との接続は案段階であり、
両社の利用について確定しているものではありません。



【参考２】利用形態ごとの特徴

利用形態毎の電文形式や回線等は以下のとおり

利用形態 自社システム利用 ARINC利用 SITA利用

電文形式

NACCS-EDI
→SMTP双方向 または

メール処理方式
EDIFACT・Cargo-IMP

→メール処理方式

Cargo-IMP
Cargo-XML
etc

Cargo-IMP
Cargo-XML
etc

Cargo-IMP
使用メッセージ
（バージョン）

Cargo-IMP (29th Edition)
FFM:Ver.8 のみ
FWB:Ver.16 のみ
FHL:Ver.4 のみ

Cargo-IMP
（Edition問わない)

FFM
FWB Ver問わない
FHL

Cargo-IMP
（Edition問わない)

FFM
FWB Ver問わない
FHL

Cargo-XML
使用メッセージ
（バージョン）

－

Cargo-XML
（Edition問わない)
XFFM
XFWB Ver問わない
XFHL

Cargo-XML
（Edition問わない)
XFFM
XFWB Ver問わない
XFHL

回 線
NACCS専用線

※自社システムとの接続は国内
に設置したサーバからのみ

ARINC網 SITA網

お客様の開発 必要

ARINC社へ
お問合わせ下さい

SITA社へ
お問合わせ下さい

費 用 開発経費、回線費用等が必要
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到着前 空港保税蔵置場 通関蔵置場

Ａ
Ｌ

混
載

保
税
蔵
置
場

積荷目録事前報告
ＡＤＭ/ＡＤＭ０１

ＡＷＢ情報登録
ＡＣＨ１１/ＡＣＨ

ＡＷＢ情報終了登録
ＥＡＷ

ＨＡＷＢ情報登録
ＨＣＨ/ＨＣＨ０１

搬入確認登録
ＢＩＮ

搬出確認登録
ＯＵＴ

搬出確認登録
ＯＵＴ

混載貨物確認
情報登録
ＨＰＫ

貨物確認情報登録
ＰＫＧ

貨物確認情報
終了登録
ＥＰＫ

混載貨物確認
情報登録
ＨＰＫ

【参考３】航空・輸入 基本業務フロー（概要）

ＡＷＢ予備情報登録
ＡＡＷ

現行 航空・輸入 基本業務フロー（概要）

到着前 空港保税蔵置場 通関蔵置場

Ａ
Ｌ

混
載

保
税
蔵
置
場

積荷目録事前報告
ＡＤＭ/ＡＤＭ０１

ＡＷＢ情報登録
ＡＣＨ１１/ＡＣＨ

ＡＷＢ情報終了登録
ＥＡＷ

搬入確認登録
ＢＩＮ

搬出確認登録
ＯＵＴ

搬出確認登録
ＯＵＴ

混載貨物確認
情報登録
ＨＰＫ

貨物確認情報登録
ＰＫＧ

貨物確認情報
終了登録
ＥＰＫ

混載貨物確認
情報登録
ＨＰＫ

ＡＷＢ予備情報登録
ＡＡＷ

変更後 航空・輸入 基本業務フロー（概要）

積荷目録事前報告
（ハウス）
ＨＤＭ０１

新規業務
貨物情報としては登録され
ないが、必要に応じて後続
業務で呼出しを可能とする。

ＨＡＷＢ情報登録
ＨＣＨ/ＨＣＨ０１
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４．開発スケジュール(予定)
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項 目

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

平成31年
（2019年）

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

航空貨物事前報告

▼リリース

基本仕様・詳細仕様検討

接続試験／ＲＴ*

シ ス テ ム 開 発

▼11月-12月：説明会

▼1月：仕様確定

＊自社システム利用者のみ（パッケージソフト利用者は除く）



５．乗組員及び旅客に係る事前報告制度拡充に伴う仕様変更の検討関係
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NACCSにおける変更概要

出国ＰＮＲについては、平成30年度内に原則ＮＡＣＣＳによる報告とすることが求められています。このため、ＮＡＣＣＳでは、基本的には現行の
入国ＰＮＲと同等のシステム処理を可能とする対応を平成30年度内に実施いたします。ＰＮＲ業務自体の仕様変更は発生しませんが、現行入国ＰＮＲ
についてサービスプロバイダーを利用して送信いただいている場合は、出国ＰＮＲもＮＡＣＣＳに送信可能とするようご利用のサービスプロバイダー
と事前に調整等を行っていただく必要があります。
また、ＮＡＣＣＳでは、当該制度の施行に先立ち、事前に出国ＰＮＲに係る接続試験を実施する予定としています。接続試験の実施時期等については、
改めてご案内いたします。

入国PNR情報の税関への事前報告業
務(既存業務)

入国PNR情報

出国PNR情報を税関へ事前報告する
ために、既存業務の仕様を変更。項
目は入国PNR情報と同等となる。

出国PNR情報

出国PNR情報

航空会社 税関NACCS

入国PNR情報

ARINCを通じて、
NACCSに送信

入国PNR情報

出国PNR情報

(既存業務)
旅客予約記録情報報告

：ＰＮＲ０１

ARINC

当該報告方法を選択する場合は、航空通信情報
(ARINC）を利用して事前報告を行う旨の申出書を、税
関に提出が必要となる（入国PNR情報を送信する際に
提出したものとは別に、提出が必要となる。）。



１．問い合わせ先

本資料に係るご質問等は、お手数ですがE-mailで以下の宛先までお問い合わせ下さい。
その際、必ず件名の先頭に【航空事前】とご記入下さい。

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（NACCSセンター）
システム企画部 システム企画第３課
E-mail： ai-aircargo@naccs.jp

「航空貨物に係る事前報告制度の拡充」の制度等に関するお問い合わせにつきましては、以下へご連絡下さい。

財務省関税局監視課
電話:03-3581-4111(5569)

６．その他

２．その他

今回の説明会終了後、関係する皆様に対して、業務仕様(案）に対する意見、NACCSへの報告方法（どの接続形態を利用す
るか等）等についてのアンケートに、ご協力をいただきたいと考えています。現時点で想定しているアンケート項目につきま
しては、別紙「アンケート」を参照下さい。

なお、下記の手順でNACCS掲示板よりアンケートフォームに遷移後、アンケート項目に入力をお願い致します。

① NACCS掲示板の上段にある検索より「事前報告制度拡充」と
入力し、検索ボタンをクリック。

② 赤枠内リンク先ページのリンクよりアンケートフォームへ遷移。
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http://ncsgw1.naccswan.local/cgi-bin/naccs/grn.cgi/mail/exchange_history?aid=943&cid=12124&mid=75490&email=jiki-sokatsu@naccs.jp&sf=
mailto:ai-aircargo@naccs.jp

